[bookmark: _GoBack]様式第15号(第25条関係)　(用紙　日本産業規格Ａ４縦型)
	

金属くず行商の証返納届出書


　静岡県金属くず営業条例第21条の規定により行商の証を返納します。


年　　月　　日　

　静岡県公安委員会　殿

届出者の氏名又は名称及び住所　　　　



	　
	行商の証番号
	　
	　

	
	交付年月日
	　　　　　年　　月　　日
	

	
	(フリガナ)
	　
	

	
	氏名
又は名称
	　
	

	　

	　
	返納理由の
発生年月日
	　　　　　年　　月　　日
	　

	
	返納理由
	１ 金属くずを売買する営業を廃業した。
２ 亡失した行商の証を発見し、又は回復した。
３ 行商の証の交付を受けた者が死亡した。
４ 行商の証の交付を受けた法人が解散した。
５ その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	

	　(注)　数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。










　　　附　則
[bookmark: 13001856801000000003]１　この規則は、令和８年６月１日から施行する。
２　この規則の施行の際現に改正前の静岡県金属くず営業条例施行規則（以下「改正前の規則」という｡)の様式により提出されている申請書等は、改正後の静岡県金属くず営業条例施行規則の相当する様式により提出された申請書等とみなす。
３　この規則の施行の際現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
